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 令和６年度庁議報告事項 

 第１４回庁議（２０２４年１０月２９日）          都市基盤部 公園課 

                               

【件名】 

中野四季の森公園イベントエリアにおける東京都下水道局第二桃園川幹線整備事業によ

る公園占用について 

 

【要旨】 

東京都下水道局では、中野区及び杉並区の浸水被害を軽減するため、既設の下水道管で

ある桃園川幹線流域の雨水排除能力を補強する第二桃園川幹線の整備が進められていると

ころである。 

区では、下水道局に対し、中野四丁目地区において新たに整備した第二桃園川幹線に雨

水を取り込むための下水道管を整備するため、施工に適した用地として中野四季の森公園

イベントエリアの西側の一部を作業ヤードとして使用することを承諾しており、占用を許

可するにあたっては、指定管理者によるイベント運営に支障を来さないよう、工事期間中

は、イベントエリア内中央部の草地広場を多目的広場として利用できるように仮整備する

ことや工事使用面積に応じた公園占用料を区に納付することなどの条件を付している。 

 

１ 整備内容（別紙「中野区中野四丁目付近浸水対策事業について」参照） 

イベントエリア西側の一部（約１９ｍ×約４１ｍ）を作業ヤードとして、今回整備区

間では、高さ約３ｍの仮囲いを行い、トンネル工事による新しい下水道管を整備するた

めの発進立坑を築造する。下水道管は、中野駅北口付近に整備中のマンホールへ接続す

る。 

次期整備区間は、高さ１５ｍの防音ハウスを設置し、発進立坑から高円寺北一、二丁

目地区の到達立坑へ向けてトンネル工事を行う。更に、中野通りに向けてトンネル工事

を行い、大久保通りの地下に整備中の第二桃園川幹線に接続する。 

なお、上記の工事期間中のイベント運営を補うため、イベントエリア内中央部の草地

広場等を撤去し、イベント等が実施できるように仮整備する。 

工事完了時には、下水道局により、公園を現状に復旧する。 

 

２ 周知等  

   東京都により、現地掲示、近隣へのお知らせビラの配布を行う。 

 

３ 今後の予定 

令和６年１２月～令和７年３月 草地広場等撤去工事 

令和７年４月～令和９年５月  発進立坑築造、トンネル工事 

令和９年６月～令和１２年３月 トンネル工事、到達立坑築造、第二桃園川幹線接続     

  令和１２年３月        公園占用許可期間終了 



中野区中野四丁目付近浸水対策事業について
令和６年８月
下 水 道 局

トンネル工事（シールド切替型推進工法）により新しい下水道管を整備します。

整備内容
スケジュール（案）

○ 今回整備する施設
・発進立坑：四季の森公園を借用
・下水道管：内径：1,350mm 延長：約480m

深さ：約11～14m

※スケジュールは予定であり、変更になる可能性があります。

事業目的

トンネル工事到達立坑
（杉並区立天沼弁天池公園）
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• 下水道局では、中野区及び杉並区の浸水被害を軽減するため、既設の下水道管である桃園川幹線流域
の雨水排除能力を補強する第二桃園川幹線を整備しています。

• 中野四丁目地区及び杉並区高円寺北一、二丁目地区において、新たに整備した第二桃園川幹線に雨水
を取り込むための下水道管の整備を行います。

• 本事業は、その内、中野四丁目地区において新たな下水道管をつくるものです。

• 四季の森公園イベント広場西側の一部を作業ヤードとして借用させてい
ただき、工事を実施します。

• 工事期間中は騒音、振動等の周辺環境に配慮します。

• 工事内容の詳細は工事契約後、あらためてお知らせします。

• 工事期間中、広場中央付近の緑地部についてもイベント等が実施できる
ように整備します。

• 工事完了後は公園を現況復旧します。

〔四季の森公園（イベント広場）の借用イメージ〕
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